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                               ＝抜粋＝ 

平成十七年法律第百二十三号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本理念） 

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全

ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い

ながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りそ

の身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けら

れることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかに

ついての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを

妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営

む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のも

のの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。 

 

（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務） 

第四十二条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者（以

下「指定事業者等」という。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村

、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育

機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害

者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立っ

て効果的に行うように努めなければならない。 

２ 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他

の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならな

い。 

３ 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律

に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならな

い。 


